
資料２

成年後見制度利用促進基本計画

令和５年度の推進状況

千葉市保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課



【施策1 成年後見制度の利用促進に向けた体制整備】 【施策5 後見活動の担い手の養成・育成支援】

NO.
評価

分類
評価 ページ NO.

評価

分類
評価 ページ

1 定量 C

2 定性 ○

①広報機能 3 定性 ○

②相談機能 4 定性 ○

③利用支援機能

④後見人支援機能

2 定性 ○

3 定性 ○

【施策2 成年後見制度の普及啓発】

1 定量 S

2 定量 S

【施策3 成年後見制度の利用に向けた支援の充実】

1 定性 ○

2 定性 ○

3 定性 ○

4 定性 ○

5 定性 ○

【施策4 権利擁護支援チームによる適切な支援の実施】

1 定性 ○

2 定性 ○

成年後見制度利用促進基本計画 事業・施策一覧

関係機関との連携による適切な支援の実施

関係機関が開催するケース会議等との連携

市民後見人の養成・育成支援

後見活動の担い手の確保及び支援の実施

事業・施策名

1

（１）成年後見支援センター（中核機関）の設置・機能強化

（２）成年後見支援センター（中核機関）の設置

地域連携ネットワークの構築

事業・施策名

定性 ○

関係機関と連携した申立ての判断に係る検討の実施

成年後見に関する市⾧申立ての実施

成年後見制度利用支援事業の実施

市民及び医療・保健・福祉関係機関、企業等への講習会の実施

パンフレット等による普及啓発

相談支援機関と連携した権利擁護支援体制の整備

相談体制の充実及びスクリーニングの実施

成年後見に関する申立て支援

4

2

3

3

3

後見活動に担い手への研修の実施

親族後見人への支援

【評価について】

令和５年度の推進状況に対する担当課の評価を記載しています。

①「定量評価」 ‥ 主に量的な成果を評価

Ｓ：年度目標を上回る業務量が達成できた場合

Ａ：年度目標にしている業務量を概ね（８割～１０割）達成できた場合

Ｂ：年度目標にしている業務量の一部（５割～８割未満）達成できた場合

Ｃ：年度目標にしている業務量を大きく下回った（５割未満）場合

②「定性評価」 ‥ 取組みの内容や体制の構築などを評価

◎：年度目標以上のものが達成できた場合

○：年度目標が概ね達成できた場合

△：年度目標の一部が達成できた場合

×：年度目標が全く達成できなかった場合（ほとんど達成できなかった場合も含む）

【評価】

定量評価の事業・施策については、Ｓ評価（２項目）とＢ評価（１項目）となりました。目標を達成できな

かった項目につきましては、達成に向け引き続き対応していきます。

定性評価の事業・施策については、１３項目全てが○評価となり、順調に推進されています。
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[成年後見制度利用促進基本計画 施策の展開]

予定・目標
分類
手法

評価

【施策１ 成年後見制度の利用促進に向けた体制整備】

1
成年後見支援センター（中
核機関）の設置・機能強化

（１）成年後見支援センター（中核機関）の設置
成年後見制度の利用促進に向けた全体構想の設計と、その
実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う「司令塔
機能」及び「地域連携ネットワークの構築」を行う権利擁
護支援の中核機関を設置しています。

地域包括ケア推進課

　「千葉市成年後見支援センター」を設置し、中
核機関として成年後見制度のの利用促進に向け、
各種取組の進捗管理等を行うとともに、地域連携
ネットワーク構築のための取組を推進します。

　「千葉市成年後見支援センター」を中核機関と
して設置し、成年後見制度の利用促進に向け、各
種取組の進捗管理等を行うとともに、地域連携
ネットワーク構築のための取組を推進します。

（２）成年後見支援センター（中核機関）が担う具体的機
能
地域連携ネットワークおよび中核機関は以下の機能を担う
とともに、段階的に強化を図ります。

①広報機能
　ア　成年後見制度に係る講演会、研修会などの開催
　イ　パンフレットの配布やホームページ等による制度
　　の普及啓発

地域包括ケア推進課
　成年後見制度に係る講演会や、講師派遣による
研修会等を開催するとともに、パンフレット配布
等を通じた制度の普及啓発を図ります。

　成年後見制度に係る講演会や、講師派遣による
研修会等を開催するとともに、パンフレット配布
等を通じた制度の普及啓発を図ります。

②相談機能
　ア　市民及び相談支援機関に対する制度に関する相談
　　支援
　イ　専門職（弁護士等）が行う相談支援
　ウ　申立て書類の書き方や手続き等、成年後見制度の
　　申立てに関する支援

地域包括ケア推進課

　市民等からの電話、来所による相談に対応する
とともに、訪問による相談支援（アウトリーチ）
を実施します。
　また、弁護士等による専門相談支援（予約制：
月2回）とともに家庭裁判所への後見等申立て手続
きの支援を実施します。

　市民等からの電話、来所による相談に対応する
とともに、訪問による相談支援（アウトリーチ）
を実施します。
　また、弁護士等による専門相談支援（予約制：
月2回）とともに家庭裁判所への後見等親族申立て
手続きの支援を実施します。

③利用促進機能
　ア　関係機関と連携した対象者の人権に配慮した支援
　　方針の検討
　イ　受任候補職種の調整の支援
　ウ　家庭裁判所との連携

地域包括ケア推進課

　関係機関と連携した支援方針の検討その他の相
談支援を実施します。
　また、成年後見市長申立てに係る受任候補職種
の調整のためのケース検討会議を開催するととも
に、家庭裁判所の担当官と意見交換の場を設ける
ことにより連携を図ります。

　関係機関と連携した支援方針の検討その他の相
談支援を実施します。
　また、成年後見市長申立てに係る受任候補職種
の調整のためのケース検討会議を開催するととも
に、家庭裁判所の担当官と意見交換の場を設ける
ことにより連携を図ります。

④後見人支援機能
　ア　関係機関と連携した「チーム」による支援の実施
　イ　成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワー
　　ク協議会の開催

地域包括ケア推進課

　後見人等や福祉・保健・医療等の関係機関等に
よる支援チームに中核機関として連携を図るとと
もに、「成年後見制度利用促進に係る地域連携
ネットワーク協議会」を開催します。

　後見人等や福祉・保健・医療等の関係機関等に
よる支援チームに中核機関として連携を図るとと
もに、「成年後見制度利用促進に係る地域連携
ネットワーク協議会」を開催します。

2
地域連携ネットワークの構
築

　本人の親族や司法・医療・保健・福祉の専門職団体、地
域の関係機関等が連携するネットワークにより、本人及び
後見人等を支援する体制を構築。

地域包括ケア推進課

　司法・医療・保健・福祉の専門職団体や相談支
援機関、当事者団体等を構成メンバーとする「成
年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク
協議会」を開催します。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　司法・医療・保健・福祉の専門職団体や相談支
援機関、当事者団体等を構成メンバーとする「成
年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワーク
協議会」を開催します。

3
成年後見制度利用支援事業
の実施

　認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十
分でない方など、成年後見制度を利用する必要があるにも
関わらず、後見開始の申立て手続きをする親族がいないな
ど、制度利用が困難な方を適切に保護するため、申立者へ
の支援や、必要に応じて市長による後見等開始の申立てを
行うほか、支援を必要とする人が適切に制度を利用できる
よう、後見人等への報酬の助成を行います。

地域包括ケア推進課

　成年後見支援センターにおいて、家庭裁判所へ
の後見等申立て手続きの支援を実施するととも
に、親族等による成年後見申立てが困難なケース
については、市長申立てを適切に実施します。
　また、後見人等への報酬について市が助成する
ことにより、制度の利用促進を図ります。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　成年後見支援センターにおいて、家庭裁判所へ
の後見等申立て手続きの支援を実施するととも
に、親族等による成年後見申立てが困難なケース
については、市長申立てを適切に実施します。
　また、後見人等への報酬について市が助成する
ことにより、制度の利用促進を図ります。

NO. 事業・施策名 内　容 担当課
実績（実施状況）

令和６年度の予定・目標評価理由
令和５年度

○講習会の開催回数：11回
○研修会等のための講師派遣件数：14件
○制度周知チラシの作成：10,000部作成し、関係
機関等に配布
○市及び成年後見支援センターのホームページに
よる制度の周知

○成年後見制度に係る一般相談：2,205件
　（内訳　電話：1,712件、来所：205件、
　 訪問：288件）
○弁護士等による専門相談：43件
○申立て手続き支援：573件
※成年後見制度とは直接は関係しない認知症高齢
者や知的・精神障害者に係る相談も2,081件あり。

○相談支援機関からの相談への対応
　・あんしんケアセンターからの相談：357件
　・障害者相談支援事業所からの相談：82件
　・成年後見人等からの相談：8件
○ケース検討会の開催：毎月開催
　・検討件数　80件
○家庭裁判所担当官との意見交換会：1回開催

○中核機関が関わったチーム支援：59件
○地域連携ネットワーク会議の開催：1回（再掲）

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　「成年後見制度利用促進に係る地域連携ネット
ワーク協議会」を開催し、司法・医療・保健・福
祉の専門職団体や相談支援機関、当事者団体等と
制度の利用促進に係る取組について意見交換等を
行いました。
また、制度の利用促進にあたっての課題等の検討
のため、「地域連携ネットワークの構築に向けた
専門調査会」を２回開催しました。
・専門調査会の議題
　第1回　成年後見利用促進基本計画の中間
　　　　 見直し、市長申立てに係るケース
　　　　 検討会の活性化
　第2回　成年後見利用促進基本計画の中間
　　　　 見直し（案）、市長申立てに係る
　　　　 受任者調整

○地域連携ネットワーク会議の開催：1回（再掲）

○申立て手続き支援：573件（再掲）
○市長申立て件数：65件
　（内訳　高齢：51件、障害：14件）
○報酬助成実施件数：290件
　（内訳　高齢：201件、障害：89件）
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[成年後見制度利用促進基本計画 施策の展開]

予定・目標
分類
手法

評価
NO. 事業・施策名 内　容 担当課

実績（実施状況）
令和６年度の予定・目標評価理由

令和５年度

【施策２ 成年後見制度の普及啓発】

1
市民及び医療・保健・福祉
関係機関、企業等への講習
会の実施

　市民に対する講習会を通し、制度利用のメリットについ
て周知を行うとともに、医療・保健・福祉の関係機関の
他、金融機関などの企業等を対象に制度の普及啓発を行う
ことで、権利擁護支援が必要な人を早期に発見し、適切に
制度に繋ぐ体制を整備します。

地域包括ケア推進課
　市民に対する講習会を開催します。
・開催回数：８回

定量 S
当初予定していた以上の実績を達成することがで
きたため

　市民に対する講習会を開催します。
・開催回数：10回

2
パンフレット等による普及
啓発

　パンフレットやホームページ等の活用により、成年後見
制度の周知を図ります。

地域包括ケア推進課
　制度周知用パンフレットを作成、配布します。
・配布部数：9,000部

定量 S
当初予定していた以上の実績を達成することがで
きたため

　制度周知用パンフレットを作成、配布します。
・配布部数：10,000部

【施策３ 成年後見制度の利用に向けた支援の充実】

1
相談支援機関と連携した権
利擁護支援体制の整備

　成年後見支援センター(中核機関)が中心となり、医療・
保健・福祉等の相談支援機関と連携し、権利擁護支援を必
要とする方を適切に制度利用に繋げる体制を整備します。
　また、相談支援機関に対する研修を開催し、支援者間で
権利擁護支援の共通認識を図ることにより、体制の強化を
図ります。

地域包括ケア推進課
　相談支援機関等を対象とする研修会に講師を派
遣し、権利擁護支援に係る共通認識を図ります。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　相談支援機関等を対象とする研修会に講師を派
遣し、権利擁護支援に係る共通認識を図ります。

2
相談体制の充実及びスク
リーニングの実施

　地域の第一次相談窓口であるあんしんケアセンターや障
害者基幹相談支援センター等による早期発見及び支援に努
めるとともに、第二次相談窓口である成年後見支援セン
ター(中核機関)と連携し、専門的観点からのアセスメン
ト、支援方針の検討を行う体制を整備します。
　また、必要に応じて中核機関が訪問による相談を実施
し、適切に支援に繋げる体制を整備します。

地域包括ケア推進課

　あんしんケアセンターや障害者基幹相談支援セ
ンターと連携し、専門的観点からのアセスメン
ト、支援方針の検討等を実施します。
また、必要に応じて訪問による相談を実施しま
す。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　あんしんケアセンターや障害者基幹相談支援セ
ンターと連携し、専門的観点からのアセスメン
ト、支援方針の検討等を実施します。
また、必要に応じて訪問による相談を実施しま
す。

3
成年後見に関する申立て支
援

　成年後見支援センター(中核機関)は、あんしんケアセン
ター及び障害者基幹相談支援センター等の関係機関と連携
し、申立て支援を行います。

地域包括ケア推進課
　あんしんケアセンター及び障害者基幹相談支援
センター等の関係機関と連携し、申立て支援を実
施します。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　あんしんケアセンター及び障害者基幹相談支援
センター等の関係機関と連携し、申立て支援を実
施します。

4
関係機関と連携した申立て
の判断に係る検討の実施

　市長申立ての必要性について、本人の支援に携わる関係
者とともに検討します。

地域包括ケア推進課

　あんしんケアセンターや障害者基幹相談支援セ
ンターと連携し、専門的観点からのアセスメン
ト、支援方針の検討等を実施します。
また、必要に応じて訪問による相談を実施しま
す。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　あんしんケアセンターや障害者基幹相談支援セ
ンターと連携し、専門的観点からのアセスメン
ト、支援方針の検討等を実施します。
また、必要に応じて訪問による相談を実施しま
す。

5
成年後見に関する市長申立
ての実施

　権利擁護の観点から市長申立てが必要と判断した場合に
は、市長が後見開始等の申立てを行い、適切迅速な制度利
用に繋げます。

地域包括ケア推進課
　親族等による成年後見申立てが困難なケースに
ついて、市長申立てを適切に実施します。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　親族等による成年後見申立てが困難なケースに
ついて、市長申立てを適切に実施します。

【施策４ チームによる適切な支援の実施】

1
関係機関との連携による適
切な支援の実施

　成年後見支援センター(中核機関)が中心となり、医療・
保健・福祉等の相談支援機関や地域と連携しながら、本人
に身近な親族、福祉、医療、地域等の関係者と後見人が
チームとなり、日常的に本人を見守り、本人の意思や状況
を継続的に把握し、必要な支援を行うとともに、関係者の
連携により後見人を支援する体制を整備します。

地域包括ケア推進課

　「成年後見制度利用促進に係る地域連携ネット
ワーク協議会」の開催により関係機関との連携を
構築するとともに、後見人等と支援に携わる関係
者との連携を図り、チームによる支援を実施しま
す。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　「成年後見制度利用促進に係る地域連携ネット
ワーク協議会」の開催により関係機関との連携を
構築するとともに、後見人等と支援に携わる関係
者との連携を図り、チームによる支援を実施しま
す。

2
関係機関が開催するケース
会議等との連携

　あんしんケアセンターや障害者基幹相談支援センター等
関係機関が開催するケース検討会議等を通して、後見人等
と支援に携わる関係者との連携を図り、チームによる支援
を行います。

地域包括ケア推進課
　後見人等と支援に携わる関係者との連携を図
り、チームによる支援を実施します。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　後見人等と支援に携わる関係者との連携を図
り、チームによる支援を実施します。

○中核機関が関わったチーム支援：59件（再掲）

○申立て手続き支援：573件（再掲）

○ケース検討会の開催：毎月開催
　・検討件数　80件（再掲）

○市長申立て件数：65件
　（内訳　高齢：51件、障害：14件）（再掲）

○地域連携ネットワーク会議の開催：1回（再掲）
○中核機関が関わったチーム支援：59件（再掲）

○パンフレット配布部数：10,000部
（福祉関係事業所等に配布）

○研修会等のための講師派遣件数：14件（再掲）

○相談支援機関からの相談への対応（再掲）
　・あんしんケアセンターからの相談：357件
　・障害者相談支援事業所からの相談：82件
○訪問による相談：154件（再掲）

○講習会の開催回数：11回（再掲）

なお、医療・保健・福祉の関係機関等を対象に、
講師派遣による研修会等を開催する中で、制度の
普及啓発を行いました。

- 3 -



[成年後見制度利用促進基本計画 施策の展開]

予定・目標
分類
手法

評価
NO. 事業・施策名 内　容 担当課

実績（実施状況）
令和６年度の予定・目標評価理由

令和５年度

【施策５ 後見活動の担い手の養成・育成支援】

1
市民後見人の養成・育成支
援

　成年後見支援センター(中核機関)において、認知症、知
的障害、その他精神障害などの理由で判断能力が十分でな
い方が、住み慣れた地域で生活していくことを支援するた
め、市民後見人を養成していきます。
　また、養成修了後もフォローアップ研修を実施するな
ど、市民後見人の活動を支援していきます。

地域包括ケア推進課

　市民後見人養成研修を実施する。研修は２年間
の研修として実施し、令和５年度は後期課程とし
て実施します。
・市民後見人養成者数　25人

定量 C

令和３年度の養成講座以降、受講後に市民後見人
として活動できるように、講義内容を充実させ２
年間かけて育成している。しかし、受講期間が長
期にわたるためか申込者が伸び悩み、12人の受講
者となった。今後は講義内容と受講しやすさのバ
ランスを検討する必要がある。

　市民後見人養成研修を実施する。研修は２年間
の研修として実施し、令和６年度は前期課程とし
て実施します。
・市民後見人養成者数　25人

2
後見活動の担い手の確保及
び支援の実施

　成年後見制度の需要増加に対応するため、担い手の確保
に努めるとともに、後見人等候補者の受任調整について家
庭裁判所と協議を進めます。
また、法的な判断を必要とする事例に対し、弁護士による
専門的な助言を行い、後見人等の活動を支援します。

地域包括ケア推進課

　市民後見人の活動支援のため、千葉市社会福祉
協議会による複数後見による支援を実施するとと
もに、市民後見人交流会を実施し、専門職（弁護
士）を交えた意見交換等を行うことにより、市民
後見人の継続的な後見活動を支援します。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　市民後見人の活動支援のため、千葉市社会福祉
協議会による複数後見による支援を実施するとと
もに、市民後見人交流会を実施し、専門職（弁護
士）を交えた意見交換等を行うことにより、市民
後見人の継続的な後見活動を支援します。

3
後見活動の担い手への研修
の実施

　後見人等のスキルの維持・向上を図るための研修を実施
します。

地域包括ケア推進課
　市民後見人を対象としたフォローアップ研修を
実施します。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　市民後見人を対象としたフォローアップ研修を
実施します。

4 親族後見人への支援

　親族後見人が後見活動を行う上で困難が生じた場合に、
成年後見支援センター(中核機関)が相談に対応します。
また、親族後見人が相互に情報共有できるための機会を提
供します。

地域包括ケア推進課
　親族後見人に向け、千葉市成年後見支援セン
ターを周知し、中核機関として親族後見人からの
相談に対応します。

定性 ○
概ね年度目標どおりの実績を上げることができた
ため

　親族後見人に向け、千葉市成年後見支援セン
ターを周知し、中核機関として親族後見人からの
相談に対応します。

○市民後見人と千葉市社会福祉協議会の複数後見
件数　23件
○市民後見人交流会　1回開催

○フォローアップ研修：１回開催

○家庭裁判所の協力を得て、後見等開始の審判書
を後見人等に送付する際、千葉市成年後見支援セ
ンターに関するチラシを同封しました。

○市民後見人養成研修（後期課程）実施
　・受講者数　12人
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